
施策目標Ⅴ－２－１

社会・経済状況の変化に対応しつつ、
地域、中小企業、産業の特性に応じ、
雇用の創出及び雇用の安定を図ること

概要（実績評価書（案）のポイント）

（資料２－２）



確認すべき主な事項（実績評価書）

１

測定指標について

１
各測定指標の目標達成状況の判断は適切か。

（注１）当該年度の実績値が集計中の場合は、過年度の実績値の推移や当該年度の実績値の速報値等から合理的に達成状況を判断する。

有効性の評価について

２ 目標未達となった指標について、その要因が記載されているか。

３ 目標を大幅に超過して達成した指標について、その要因が記載されているか。また、当初設定した目標値は妥当であったか。

４ 外部要因等の影響について、適切に分析されているか。

効率性の評価について

５
目標未達となった指標に関連する事業の執行額の推移や実施方法は妥当であったか。

（注２）複数年度にわたり、目標未達が続いている場合には、当該指標に関連する予算額や実施方法に何らかの見直しが必要か。

６ 施策目標全体としての執行率が低調な場合には、その理由と改善方策は記載されているか。

７
目標値を達成していることにより、直ちに効率的に施策が実施されているとは言えず、同水準のアウトプット又はアウトカムを達成する上で、
効率的な手段で実施されたかについて説明が記載されているか。

現状分析について

８ 各測定指標の達成状況、有効性及び効率性の評価の結果を踏まえ、施策目標の進捗状況の評価結果や今後の課題は記載されているか。

次期目標等への反映の方向性（施策及び測定指標の見直し）について

９ 目標未達となった指標について、今後の具体的な改善策が記載されているか。

１０ 過年度の実績値の推移等から、既に役割を終えたと判断される測定指標はあるか。該当がある場合には、新たな測定指標をどうするか。

１１ 現状分析で記載した課題等に対応して、どのように対応していくのか。また、新たに測定指標等の設定の必要があるか。

１２ 各指標の目標値の設定水準は、同様の考え方や水準を維持してよいか。



○ 厚生労働省における政策評価実施要領 別紙１－６ 実績評価書様式の記載要領

各行政機関共通区分 要 件

①目標超過達成 全ての測定指標の達成状況欄が「○」で、かつ主要な指標が目標を大幅に上回るもの

②目標達成 全ての測定指標の達成状況が「○」で、かつ主要な指標が目標を大幅に上回っていないもの

③相当程度進展あり

・ 全ての測定指標の達成状況が「○」又は「△」（①もしくは②に該当する場合を除く）、

もしくは、

・ 主要な測定指標以外の一部の測定指標の達成状況が「×」となったが、主要な測定指標の半数以上が「○」で、現行

の取組を継続した場合、相当な期間を要さずに目標達成が可能であるもの

④進展が大きくない
主要な測定指標以外の一部の測定指標の達成状況が「×」となり、かつ主要な測定指標の達成状況の「○」が半数未満

で、現行の取組を継続した場合、目標達成に相当な期間を要すると考えられるもの

⑤目標に向かっていない
主要な測定指標の達成状況の全部又は一部が「×」となり、施策としても目標達成に向けて進展していたとは認められ

ず、現行の取組を継続しても目標を達成する見込みがないもの

全ての指標が○

主要な指標：◎

Yes

No

① 目標超過達成

② 目標達成

Yes

No

全ての指標が○or△
（×はない）（※１）

③ 相当程度進展あり

主要な指標に
×が１項目以上ある

Yes

No Yes

No

⑤ 目標に向かっていない

主要な指標の半数
以上が○

（×は主要な指標以外の指標）

Yes

No

④ 進展が大きくない

③ 相当程度進展あり

※１ ただし、全ての指標が◎or○の場合は①or②となる。

【記号の意味】

◎：目標を大幅に上回る（120% ≦目標値に対する達成度合い）

○：目標を達成（100% ≦目標値に対する達成度合い＜ 120% ）

△：目標を概ね達成（80%≦目標値に対する達成度合い＜100%）

×：目標未達（目標値に対する達成度合い＜80%）

２

【目標達成度合いの測定結果の判定フロー】

厚生労働省における施策目標の評価区分（目標達成度合いの測定結果）



○ 厚生労働省における政策評価実施要領 別紙１－６ 実績評価書様式の記載要領

厚生労働省における施策目標の評価区分（総合判定）

【総合判定の区分】

総合判定区分 要 件

A 目標達成

測定結果が①又は②に区分されるもの

測定結果が③に区分されるもので、その他外部要因等を加えて総合的に判断し、目標を達成し
ていると判断できるもの

B 達成に向けて進展あり
測定結果が③に区分されるもの（「目標達成」と判定されたものを除く。）

測定結果が④に区分されるもの

C 達成に向けて進展がない 測定結果が⑤に区分されるもの

（参考１） 主要な指標の選定要件

○ 達成目標ごとに１つ以上主要な指標を選定しなければならない。

○ 主要な指標の選定基準は、以下のいずれかに当てはまると思料

される指標から選定する。

① 当該指標の達成に向けて、多くの予算・人員等が投入されてい
るもの

② 当該指標について、国民の関心が高く行政上も課題となったもの

③ その他、目標達成に向けて重要性が高いと判断するもの

（参考２） 参考指標

○ 当該施策目標の実績評価に当たって、達成すべき水準（目標値）

を定める測定指標としては適さないが、施策の実施状況や、施策を

取り巻く状況の変化を把握するために有益であると思われる指標。

（参考３） 有効性の評価、効率性の評価、現状分析

○ 有効性の評価及び効率性の評価の結果を踏まえ、施策目標につい
ての総合的な評価や明らかになった課題を記載する。

○ 目標を達成している場合には、主として施策のどのような点が有効性
を高めるのに寄与したのかを分析・解明する。

○ 目標を達成できなかった場合には、その理由として以下の①～④等
の観点から要因を分析・解明する。

① 目標数値の水準設定の妥当性
② 事前の想定と施策実施時期における客観情勢の乖離
③ 施策の具体的な仕組上の問題点
④ 予算執行面における問題点

○ アウトプットに対してインプットが適切なものになっているか（コストパ
フォーマンスの観点）の分析。

○ 事前に想定した政策効果が得られたとしても、それに要するコスト（予
算執行額や要した時間など行政として投入した全ての資源）が課題であ
れは、効率性は低いと評価され、改善が必要となる。

【
有
効
性
の
評
価
】

【
効
率
性
の
評
価
】【
現
状
分
析
】 ３



16 産業雇用安定助成金の出向計画届受理件数（※）

【概要】令和４年度実績評価書（案）（施策目標Ⅴ-２-１）

４

基本目標Ⅴ： 意欲のあるすべての人が働くことができるよう、労働市場において労働者の職業の安定を図ること

施策大目標２： 雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること

施策目標１： 社会・経済状況の変化に対応しつつ、地域、中小企業、産業の特性に応じ、雇用の創出及び雇用の安定を図ること

現状（背景）

１ 地域活性化雇用創
造プロジェクト事業を
利用した求職者の正
社員就職件数及び
事業を利用した事業
所における正社員等
雇入れ数

（アウトカム）

１．足下の雇用情勢と人手不足感等

① 新型コロナ前からの構造的な課題として、人口
減少等による労働供給制約の下、人手不足が深
刻化しており、特に、IT・介護、保育、建設等の特
定の分野で人手不足が深刻化。

② 足下の雇用情勢は求人に持ち直しの動きが見
られ、多くの産業で人手不足感が強まっている。

① 雇用調整助成金の特例措置により事業主の
雇用の維持を強力に支援してきた。

② 一部産業を除き人手不足感が再び向上する
中で、飲食業等からの転職や、人手不足産業
への労働移動は進まず、ミスマッチが更に拡大。

３．雇用維持と労働移動の状況

① 地域による格差の観点では、新型コロナ前か
ら、東京等の大都市へ労働力の集中と地域にお
ける良質な雇用機会が少ない状況が見られる。

２．地域雇用の現状

② 令和４年度平均の有効求人倍率を都道府県別
（就業地別）に見ると、全ての都道府県で１倍を超
えている。一方で都市部の方が倍率が低い傾向
があり、地域差が存在。

課 題 １

魅力ある雇用機会の確保
や企業ニーズにあった人
材育成、就職促進等、地
域の実情を踏まえた地域
雇用の課題の解決

課 題 ２

中小企業の人材確保や従業
員の職場定着のための雇用
管理改善の取組の推進

・今後需要拡大が見込まれる介護等の社会保障分野
や、技能労働者の入職が減少傾向にある建設分野を
はじめ、各産業分野における人材不足
・介護事業所の雇用管理責任者の選任が５割程度

人手不足分野や成長分野等への円滑な労
働移動が可能な労働市場の実現、景気変
動等による労働者の失業の予防

課 題 ３ 課 題 ４

達成目標１

地域における良質な
雇用の創出等

達成目標２

中小企業事業主等を対象とした
雇用管理改善等の取組支援

達成目標３

・人材不足分野の事業主を対象とし
た雇用管理改善等の取組支援

・介護事業所における雇用管理責任
者の選任促進

達成目標４

・ 労働者の転職・再就職支援、出向・移籍
支援の強化等

・ 休業等による雇用維持の支援

２ 人材確保等支援助成
金（中小企業団体助成
コース）の事業終了時に
おける求人充足率（アウ
トカム）

３ 人材確保等支援助成
金（外国人労働者就労
環境整備助成コース）の
定着率（アウトカム））

４．５ 人材確保等支援助成金（介護関係
分野・建設関係分野）の支給６か月後
の労働者の定着率

６ 雇用管理責任者を選任している介護
分野の事業所の割合

７ 講習受講を契機として雇用管理責任
者を選任した事業所の割合

11 労働移動支援助成金（再就職支援コース）の対象と
なった者のうち３か月以内の再就職者の割合
（アウトカム）

13 中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース）に
係る計画届出事業所のうち、中途採用拡大実施の事
業所の割合 （アウトカム）

14 転職入職率（アウトカム）

15 雇用調整助成金の延べ支給決定件数（※）

【測定指標】太字・下線が主要な指標、※は参考指標

８ 介護労働者の採用率（※）
９ 介護労働者の離職率（※）
10 雇用管理責任者講習の実施状況（※）

４～７：アウトカム

12 労働移動支援助成金（早期雇入れ支援コース）の対
象となった者の６か月後の定着率（アウトカム）



【概要】令和４年度実績評価書（案）（施策目標Ⅴ-２-１）

５

総合判定

【達成目標１ 地域における安定した雇用の創出等】

指標１：◎（目標達成率167%）

【達成目標２ 中小企業事業主等を対象とした雇用管理改善等の取組支援】

指標２：× （目標達成率79%）

赤字は主要な指標 【総合判定】
Ｂ（達成に向けて進展あり）

【目標達成度合いの測定結果】
④（進展が大きくない）

（判定理由）

・ 主要な指標である指標２の目標未達は、コロナ渦が収束に向かっ
てきた中で、本格的な人口減少による労働供給制約によって、有
効求人倍率が回復したことにより、一部業種では深刻な人手不足
が発生したことが影響

・ 残りの主要な指標は全てが「◎」又は「○」
・ 主要な指標以外の指標の半数以上が「○」

⇒以上を踏まえると、目標達成に向けて進展があると認められ、現
行の取組を継続した場合目標を達成する見込みがないとまではい
えないことから、目標達成度は上記のとおり判断。

指標３：○（目標達成率111%）

指標５：○（目標達成率102%）

指標４：○（目標達成率101%）

【達成目標３ 人材不足分野事業主を対象とした雇用管理改善等の取組支援】

指標６：（×）（暫定値）

指標７：○（目標達成率106%）

指標12：○（目標達成率108%）

指標11：○（目標達成率112%）

【達成目標４ 労働者の転職・再就職支援、出向・移籍支援の強化等、休業等
による雇用維持の支援】

指標13：×（目標達成率70%）
指標14：（○）（Ｒ４上半期の実績）

施策の分析
《有効性の評価》 《効率性の評価》

・ 指標１は、一部都道府県のプロジェクトが好調であることが目標超過要因。

・ 指標２の目標未達要因は、①コロナ渦の収束に伴う有効求人倍率の回復による人手不

足の発生、②一部の事業協同組合（宿泊業）については、人手不足が深刻な地域に所在

していること、勤務形態（休日や就業時間や休憩時間）が特殊であったため求職者から敬

遠され、コロナ禍の収束による影響とも相まって求人充足率が大幅に低くなったこと。

・ 指標６は暫定値では前年度と比較し約5％程度の増加見込み。参考指標１０の雇用管理

責任者講習の受講者数が令和2年度以降増加傾向にあることを踏まえると、雇用管理責

任者選任の働きかけを行う取組支援が着実に進んでいると評価。

・ 指標13の目標未達要因は、ウィズコロナ・アフターコロナを見据えて段階的に事業活動

が再開され、再び人手不足となっていること等により計画とおりの中途採用の拡大が図ら

れず要件を満たさなかった等により、中途採用計画の認定を受けた事業主が労働者の雇

い入れに至らなかったこと。

・ 指標14は、転職入職者の令和４年度上半期実績値が令和３年度上半期実績値に比べ

10％増加していることを踏まえると、目標を達成すると見込まれ、産業構造の変化を踏ま

えた労働移動が円滑に進んでいると評価できる。

・ 指標３～５、７、11、12は目標値を達成しており施策が有効に機能。

・ 指標１は、毎年度事業実施状況を報告させ、目標値を達成できな

かった都道府県には事業の見直し案を提出させ、第三者委員会の

審査を経て事業内容の見直しを実施。

・ 指標２は、平成30年度以降、執行額が概ね一定であるにも関わら

ず、令和４年度を除き実績も目標を大幅に上回っている。

・ 指標３・指標12は、令和３年度から予算額を削減したが目標達成。

・ 指標４に係る助成金の活用を機に、この他の各種助成金活用の

案内や求人に関する助言等に繋げる事ができ、雇用対策、助成金、

職業紹介の政策効果もそれぞれ高めるものと考えられる。

・ 指標５は、支給額において経費の上限額等を定め過剰助成防止。

・ 指標６・指標７に関しては、雇用管理責任者講習の実施方法として

e-ラーニングを進めるなど受講者が参加しやすいよう見直し。

・ 指標11、指標13は毎年度予算を見直し。

・ 指標14は複数の実績の要因により実績値が上下し効率性の評価

は困難。



【達成目標１ 地域における安定した雇用の創出等】
・ 地域活性化雇用創造プロジェクト（指標１）については、過去5年にわたり目標値を達成。

なお、当該事業の目標値は、外部の有識者で構成される評価・選定委員会において妥当性を判断されており適切。一方で過去の達成率は高いこ
とから、令和６年度以降の事業採択の際には、事業提案を行う都道府県に対して、目標値の設定についてこれまで以上の精査を促すとともに、評
価・選定委員会には目標超過であることを示し、これまでの目標達成状況を踏まえ、目標値の妥当性を検討いただくよう依頼する。

【達成目標２ 中小企業事業主等を対象とした雇用管理改善等の取組支援】

・ 人材確保等支援助成金に係る中小企業団体助成コース（指標２）について、コロナ禍の収束に伴う有効求人倍率の回復による人手不足の発生及
び一部の事業協同組合（宿泊業）の地理的要因及び宿泊業という業界における構造的な要因により、目標値を達成できなかった。一方で、令和３年
度までは目標値を達成し求人充足率も70％程度を推移していることから、引き続き中小企業者における労働力確保及び職場への定着につながる
雇用管理の改善に資する事業であると評価し取り組む。

・ 外国人労働者就労環境整備助成コース（指標３）については、計画から支給決定までに２年程度の期間を要する助成事業であることに加え、創設
以来新型コロナウィルス感染症の影響下にあり、多くの事業所においては労働者の雇用維持が優先され、外国人労働者の雇用管理改善に取り組
むことが困難な状況であったことから、令和３年度は支給実績がなく、令和４年度も支給実績及び予算額執行率は低調。

しかしながら、当助成金事業を活用した事業主においては、外国人労働者の雇用管理改善による職場定着の効果が見られ、測定指標の目標値を
達成していることから、引き続き当助成事業の利用促進を行っていくことが適当。

【達成目標３ 人材不足分野事業主を対象とした雇用管理改善等の取組支援】

・ 介護・建設分野の事業主に対する人材確保等支援助成金について（指標４・５）、いずれも目標とした定着率を達成しており助成事業を通じた雇用
管理改善の効果が出ている。

・ 雇用管理責任者を選任している介護分野の事業所の割合（指標６）は、暫定値では前年度と比較し約5％程度の増加見込み。今後とも、雇用管理

責任者講習の受講を契機として雇用管理責任者を選任した事業所の割合（指標７）と合わせて令和８年度の目標達成に向けて、引き続き雇用管理
責任者の必要性の周知広報及び雇用管理責任者講習等を着実に実施していく必要。

【達成目標４ 労働者の転職・再就職支援、出向・移籍支援の強化等／休業等による雇用維持の支援】
・ 達成目標４に係る指標は、指標13を除き全て目標値を達成しており、労働市場の健全な流動が図られていると評価。
・ 労働移動支援助成金に係る再就職支援コース（指標11）については、再就職援助計画対象労働者等の状況に影響を受けるにもかかわらず、毎年

度目標を達成していることから、現行の取組が着実に成果を上げている。今後も、離職を余儀なくされた労働者等の円滑な再就職を支援するため、
引き続き早期再就職の割合の増加に向けた施策を進めていくことが必要。

・ 早期雇入れ支援コース（指標12）については、令和４年度は目標を達成していることから、現行の取組が着実に成果を上げていると考えられるため、
引き続き定着率の割合の増加に向けた施策を進めていくことが必要。

・ 中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース）に係る計画届出事業所のうち中途採用拡大実施の事業所の割合（指標13）については、令和４年

度実績値は、ウィズコロナ・アフターコロナを見据えて段階的に事業活動が再開され、再び人手不足となっていること等の要因から目標達成ができ
なかった。

・ 転職入職率（指標14）については、令和４年度上半期実績値を踏まえると目標を達成すると見込まれ、引き続き転職入職率の割合の増加に向けた
施策を進めていくことが必要。

【概要】令和４年度実績評価書（案）（施策目標Ⅴ-２-１）

６

現状分析



【概要】令和４年度実績評価書（案）（施策目標Ⅴ-２-１）

７

【達成目標１ 地域における安定した雇用の創出等】

・ 地域活性化雇用創造プロジェクト（指標１）について、事業提案を行う都道府県や評価・選定委員会に対して目標値が妥当なものとなるよう働きか

けを行うとともに、引き続き目標達成を目指していく。

【達成目標２ 中小企業事業主等を対象とした雇用管理改善等の取組支援】

・ 人材確保等支援助成金に係る中小企業団体助成コース（指標２）は、令和４年度において目標値を達成しなかったものの、令和３年度までは、目

標値を達成し求人充足率も70％程度を推移していることから、今回の結果のみをもって見直しの要否までを判断することは困難。引き続き前年度

同様、定着率70%を目標とし、達成を目指していく。

・ 外国人労働者就労環境整備助成コース（指標３）については、令和４年度の実績値は目標値を達成しているところであるため、引き続き定着率

90%という目標を目指していく。

【達成目標３ 人材不足分野事業主を対象とした雇用管理改善等の取組支援】

・ 人材確保等支援助成金（介護福祉機器助成コース）（指標４）及び建設分野の事業主に対する人材確保等支援助成金（指標５）については、、順

調に推移していることから、引き続き、助成金の周知広報等も実施しながら、目標達成を目指していく。

・ 雇用管理責任者を選任している介護分野の事業所の割合（指標６）、雇用管理責任者講習の受講を契機として雇用管理責任者を選任した事業所

の割合（指標７）については、引き続き、雇用管理責任者の必要性の周知広報及び雇用管理責任者講習等を着実に実施し、令和８年度までの計画

目標の達成を目指していく。

【達成目標４ 労働者の転職・再就職支援、出向・移籍支援の強化等／休業等による雇用維持の支援】

・ 労働移動支援助成金に係る再就職支援コース（指標11）、早期雇入れ支援コース（指標12）及び転職入職率（指標14）については、順調に推移し

ていることから、引き続き目標達成を目指していく。

・ 中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース）に係る計画届出事業所のうち中途採用拡大実施の事業所の割合（指標13）については、今後は、

運用の見直しを行うこと等により改善を図り、目標達成を目指す。

次期目標等への反映の方向性（施策及び測定指標の見直しについて）



３ 事業スキーム・実施主体等

２ 事業の概要１ 事業の目的

地域活性化雇用創造プロジェクト

令和５年度当初予算額 52億円（59億円）※（）内は前年度当初予算額
労働保険特別会計 一般

会計労災 雇用 徴収
○

地域雇用の課題に対して、国や都道府県
の施策との連携を図りつつ、魅力ある雇用
機会の確保や企業ニーズにあった人材育成、
就職促進等の事業を一体的に実施すること
により、地域における良質な雇用の実現を
図る。

○ 都道府県が、地域雇用の現状や課題、地域の関係者の意見等を踏まえ、テー
マを任意に設定し事業を企画、地域の関係者による協議会の了承を得て応募

○ 第三者委員会による審査を経て事業効果が高い都道府県の企画提案を採択
○ 都道府県は採択された企画提案に基づき事業を実施

※アウトカム目標の達成状況により、事業の見直しを実施（毎年度）

採択

Ｂ 職業意識の啓発
スキル・資格の取得支援
インターンシップの実施 等

Ａ労働環境の整備
事業所の魅力向上
生産性の向上 等例：

 働き方改革の取組に対する個別支援
 雇用管理改善、職域開発セミナー
 魅力的な求人募集に係る相談支援
 生産性向上、新分野進出、業種転換等に向

けた専門家派遣や伴走型支援
 伝統産業等における事業継承に伴う採用力

強化に向けた相談支援 等

Ｃ 就職促進支援

企業ニーズに合った人材育成
魅力ある雇用機会の確保・拡大

 合同企業説明会・就職面接会、オンライン面接会
 専門相談員による就職支援・求人情報提供・情報発信 等

厚生労働省
学識経験者
経済団体

労働者団体

第三者委員会

都道府県

地域の関係者による協議会
都道府県 経済団体

労働者団体

学識経験者

金融機関

労働局

NPO等

経済産業局

応募設置

助言・
効果検証

事業主向け支援
連携

A・B・Cを一体的に実施

例：
 個々の段階に応じた職業意識啓発セミナー
 新たなスキル取得に向けた講習会や研修実施
 地域企業におけるインターンシップや職場体

験講習 等

都道府県の
施策

求職者・労働者向け支援

地域雇用の現状や課題を踏まえ、
テーマ（複数選択可）を設定し、
それらに沿った事業を企画

連携
国の施策

課題を踏まえ事業を企画

×
雇用創出 処遇改善

成長分野 人材不足分野
女性・高齢者 UIJターン

等

事業転換・継承
DX推進

テーマの例

例：

地 域 に お け る 良 質 な 雇 用

【実施規模】都道府県に対し、事業費の８割を補助（補助上限２億円／年）
【実施期間】最大３年間 【事業実績】正社員就職件数等：12,105人（令和３年度）

８



〇新型コロナウイルス感染症等による経済情勢の変化が地域の雇用失業情勢に及ぼす影響を注視しながら雇用対策
を実施していく必要がある。

12

地域雇用対策について

【地方に魅力的な雇用の場をつくる取組への支援】
○地域雇用開発助成金（令和５年度予算額9.5億円）
雇用機会の著しく不足する地域等において、事業所の設
置・整備と求職者の雇入れを行う事業主に対して助成（地
域雇用開発促進法に基づく事業）

○地域雇用活性化推進事業（令和５年度予算額12.3億円）
雇用機会の不足する地域等において、地域の特性を生かし
た「魅力ある雇用」や「それを担う人材」の維持・確保等
の取組を、市町村を中心とした地域の協議会に対して委託
（地域雇用開発促進法に基づく事業）

○地域活性化雇用創造プロジェクト（令和５年度予算額52.2億円）
地域雇用の課題に対して、国や都道府県の施策との連携を
図りつつ、魅力ある雇用機会の確保や企業ニーズに合った
人材育成、就職促進等の地域雇用の課題への対応に取り組
む都道府県に対して補助

【地方へのUIJターンの支援】
○地方就職希望者活性化事業（令和５年度予算額6.6億円）
潜在的地方就職希望者の掘り起こし、地方就職への動機付け、
地方求人とのマッチング支援等を実施

○中途採用等支援助成金（UIJターンコース）（令和５年度予算額98
百万円）
東京圏からのUIJターン者を採用した事業主に対して採用活
動経費を助成

【その他】
○事業復興型雇用確保事業（令和５年度予算額 制度要求）
東日本大震災の被災地において、被災求職者を雇い入れた中
小企業等に対する助成（復興特会）

○原子力災害対応雇用支援事業（令和５年度予算額 制度要求）
原子力災害の影響により福島県内において仕事を失った被災
求職者の当面の雇用の場を確保するため、民間企業等に対し
て委託（復興特会）

主な施策

現下の課題

９



人材確保等支援助成金

趣 旨 令和５年度予算額 40.3億円（19.6億円）（※ 1, 2）

事業の概要

Ⅶ 作業員宿舎等設置助成コース（建設分
野）

Ⅰ 中小企業団体助成コース

○ 人口減少下において労働力不足が生ずることが懸念されている中で、建設、介護分野等において人材不足が顕著となっている。
○ 人材不足を解消するためには、事業主等による雇用管理改善等の取組みを通じて「魅力ある職場」を創出し、現在就業している従業

員の職場定着等を 高めることが必要であることから、事業主等の雇用管理改善、生産性向上等の取組みによる助成を通じて、職場
定着の促進等を図る。

〇 過年度に助成制度を活用した事業主の助成金の活用事例を収集し、周知する。

○ 中小企業団体が構成中小企業者に労働環境向上事業を実
施した場合に、要した費用の２／３を支給（上限額は、団体の規
模に応じて600～1,000万円）

【 】は賃金要件を満たした場合の額

Ⅵ 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース（建設分野）

雇用管理制度（諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度及び短時間正社員制度）の導入・実施を通じて従業員の離職率の低下に
取り組む事業主に対して助成

○目標達成助成：離職率低下 導入費用20％【35％】
（上限150万円）

Ⅱ 介護福祉機器助成コース
介護労働者の身体的負担を軽減するため新たな介護福祉機器

の導入等を通じて従業員の離職率の低下に取り組む介護事業主
に対して助成

生産性向上に資する能力評価を含む人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて生産性向上、賃金アップと
離職率低下を図る事業主に対して助成

改善計画の認定を受けた中小企業団体（事業協同組合等）が構
成中小企業者のために、人材確保や従業員の職場定着を支援す
るための事業（※）を行った場合に助成 （※）選択的週休３日制の導入に関するものを含む

※１ 令和５年度予算額及び令和４年度予算額には、Ⅴ～Ⅸの五つのコースを含めない。

Ⅷ 外国人労働者就労環境整備助成コース

※２ 介護・保育労働者雇用管理制度助成コース、設備改善等支援コース、働き方改革支援コースについては令和2年度限りで廃止。令和５年度予算額及び令和
４年度予算額には経過措置分が含まれる。

Ⅸ テレワークコース

Ⅲ 雇用管理制度助成コース（令和４年度より整備計画の受付を休止）

Ⅳ 人事評価制度助成コース（令和４年度より整備計画の受付を休止）

Ⅴ 建設キャリアアップシステム等普及促進コース

10



雇用管理改善の実施については、同業種ぐるみ、同地域ぐるみでの取組が有効である場合が多く、団体で取り
組むことで、雇用管理改善のノウハウが会員企業に普及される効果が期待されることから、その構成員である中小
企業に対して労働環境向上のための事業を実施する中小企業団体を支援し、魅力的な雇用創出を図る。

人材確保等支援助成金（中小企業団体助成コース）の概要

１ 中小企業団体助成コース

改善計画（※１）の認定を受けた中小企業団体（事業協同組合等）が構成中小企業者のために労働環境向上事業
（※２）を実施した場合に、要した費用の２／３を支給（事業期間は１年間（延長不可）。上限額は団体の規模に応じて６０
０万円～１，０００万円）。

※１ 改善計画
中小企業労働力確保法に基づき、事業協同組合等が雇用管理の改善に取り組むために策定する計画。助成金の支給を受けるためには、都道府

県知事から改善計画の認定を受けることが必要。

※２ 労働環境向上事業
傘下の事業者の人材確保や従業員の職場定着を支援するため、労働環境の向上を目指して実施する１年間の事業。次の①から③に該当するも

のをいう。
① 計画策定・調査事業・・・事業に取り組む上での計画の策定、課題を把握するための事業

（例：雇用管理実態調査、従業員意識調査）
② 安定的雇用確保・職場定着事業・・・募集・採用などの人材確保、職場定着に係る諸問題の改善を図る事業

（例：募集・採用ガイドブック、合同説明会、募集採用ポスター、職業相談事業等）
③ モデル事業普及活動事業・・・②で実施した事業の効果を把握し、成果・ノウハウを他の事業所へ普及する事業

（例：モデル事業説明会、雇用管理担当者向けセミナー）

趣 旨

事業の概要

測定指標 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

中小企業団体助成コースの支給を受けた事業協同
組合等の構成中小企業者の本事業終了時における

求人充足率（求人充足数／求人数）

目標値 35.0% 35.0% 35.0% 70.0% 70.0%

実績値 77.1% 76.0% 72.3% 55.4% ー
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３ 実施主体等

２ 事業の概要・スキーム

１ 事業の目的

人材確保等支援助成金（外国人労働者就労環境整備助成コース）

令和５年度当初予算額 ９百万円（10百万円）※（）内は前年度当初予算額 労働保険特別会計 一般
会計労災 雇用 徴収

○

○ 外国人は、日本の労働法制･雇用慣行等に関する知識の不足、言語・コミュニケーションの方法や慣習の相違等から、労働条件・解雇
等に関するトラブル等が生じやすい。

⇒ このため、外国人が自らの労働条件等を十分に理解し、適正な待遇の下で安心･納得して就労を継続し、その能力を発揮することがで
きるよう、外国人特有の事情に配慮した事業主の雇用管理改善の取組みに対する助成を通じて、外国人労働者の職場定着の促進等を図
る。

① 計画書提出
※ 計画開始日の

1か月前の日の
前日まで

② 対象となる
措置の導入

③ 対象となる
措置の実施

※ 計画どおりに
実施

④ 支給申
請

⑤ 目標達成
⇒ 助成金支給１年後

【 計画期間 3か月～12か月 】

【助 成 額】 支給対象経費の１／２ （生産性要件を満たした場合は2/3（経過措置））（令和5年度計画認定分以降：賃上げ要件を満たした場合は2/3【制度要求】）

＜目 標＞ ① 計画期間の終了から１年経過するまでの期間の外国人労働者（雇用保険一般被保険者）の離職率が１割以下であること。
ただし、外国人労働者数が２人以上10人以下の事業所は、１年経過後の外国人離職者が１人の場合は支給可。

② 計画前１年間と比べて、計画期間の終了から１年経過するまでの期間の日本人労働者（雇用保険一般被保険者）の離職率が上昇していないこと。

※支給対象経費等：通訳費、翻訳機器導入費、翻訳料、弁護士・社労士などへの委託料、社内標識類の設置・改修費

※上限額57万円（生産性要件を満たした場合72万円（経過措置））（令和5年度計画認定分以降：賃上げ要件を満たした場合72万円【制度要求】）

【実施主体】 国（都道府県労働局）

【実績(計画認定数)】 令和２年度（創設）：３件、令和３年度： ６件

【対象となる措置】
・必須メニュー： ■事業所ごとに「雇用労務責任者」を選任 ■「就業規則等の社内規程の多言語化」を実施
・選択メニュー： 次の①～③のいずれかを実施 ①苦情・相談体制の整備 ②一時帰国のための休暇制度の整備 ③社内マニュアル・標識類等の多言語化
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介護事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適

切な運用を行うことにより、労働環境を改善し、離職率の低下が図られた場合に助成する。

【目標達成助成】

機器導入前に策定する導入・運用計画において、計画期間終了から１年経過後の離職率

に係る目標の設定を義務付け、当該目標を達成できた場合に、導入費用の２０％（賃金要件

を満たした場合は３５％）（上限１５０万円）を助成。

人材確保等支援助成金（介護福祉機器助成コース）

概要

介護労働者が使用することにより、直接的に身体的負担の軽減を図ることができ、労働環境の改

善が見込まれるなど、所定の要件を満たすもので１品10万円以上であることが必要。

１．移動・昇降用リフト（立位補助器、非装着型移乗介助機器を含む。） ２．装着型移乗介助機器（介護スーツ）

３．体位変換支援機器 ４．特殊浴槽

助成金の対象となる介護福祉機器
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２ 事業の概要・スキーム、実施主体

○職業経験の不足などから就職に不安のある若年者（35歳未満）や女性を対象として、試行雇用を行った場
合に支給されるトライアル雇用助成金（一般・障害者トライアルコース）に上乗せ助成

◆ 若年・女性建設労働者トライアルコース

トライアル雇用助成金

【助成額】対象者一人あたり4万円/月（最大3ヶ月））

○若年者等の育成と熟練技能の維持・向上を図るため、キャリアに応じた技能実習を実施した場合に助
成

【助成率･額】

１ 中小建設事業主(※支給対象：男性・女性労働者)

（１）労働者数20人以下

①経費助成 75％ ②賃金助成 8,550円/人日＜ 9,405円/人日 ＞

③生産性向上助成 ①の場合 15％、②の場合 2,000円/人日

④賃金向上助成・資格等手当助成 ①の場合 15％、②の場合 2,000円/人日

（２）労働者数21人以上

①経費助成 35歳未満：70％ 35歳以上：45％ ②賃金助成 7,600円/人日＜ 8,360円/人日 ＞

③生産性向上助成 ①の場合 35歳未満：15％ 35歳以上：15％ ②の場合 1,750円/人日

④賃金向上助成・資格等手当助成 ①の場合 35歳未満：15％ 35歳以上：15％ ②の場合 1,750円/人日

２ 中小以外の建設事業主（※支給対象：女性労働者）

①経費助成 60％

②生産性向上助成 ①の場合 15％

③賃金向上助成・資格等手当助成 ①の場合 15％ な

ど

【対象となる技能実習】
○安衛法による教習、技能講習、特別教育
○能開法による技能検定試験のための事前講習
○教育訓練給付金の支給対象となっている建設業法で定める技術
検定に関する講習(「通学制」、「eラーニング方式も含む通信制」)など

◆ 建設労働者認定訓練コース

◆ 建設労働者技能実習コース

人材開発支援助成金

○能開法による認定職業訓練または指導員訓練のうち、建設関連の訓練を実施した場合に助成
【助成率･額】

経費助成 中小建設事業主 60％
中小建設事業主以外 45％ など

◆ 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース（建設分野）

【対象となる取組例】
現場見学会、体験実習、インターンシップ等の建設業の魅力を伝える取組 など

○魅力ある職場づくりにつながる取組や広域的な職業訓練の推進活動を実施した場合に助成

人材確保等支援助成金

◆ 建設キャリアアップシステム等普及促進コース
○建設キャリアアップシステム（CCUS）等の普及促進を図ることを目的とし、建設事業主団体が普及
促進に向けた事業（最長１年間の計画的な事業）を実施した場合に助成

【対象となる事業】
○構成員に対し、CCUSの技能者登録料等の全部又は一部の補助
○CCUS登録等に係る申請手続支援
○就業履歴を蓄積するカードリーダーの導入等

経費助成 中小建設事業主団体 66.7％
中小建設事業主団体以外 50％

○作業員宿舎等の確保（被災三県のみ）や、建設現場の女性専用トイレ・更衣室を整備した場合に助成
【助成率】経費助成 60％ など

◆ 作業員宿舎等設置助成コース（建設分野）

①経費助成 補助対象経費の 16.7％ ②賃金助成 3,800円/人日
③生産性向上助成 ②の場合 1,000円／人日
④賃金向上助成・資格等手当助成 ②の場合 1,000円／人日

※ 人材開発支援助成金（建設労働者認定訓練コース、建設技能者技能実習コース）については、
令和元年度から生産性要件の適用を成果主義へ変更（生産性向上助成：３年後に支給）（経過措置）。

※ 令和５年度より成果主義の賃金向上助成・資格等手当助成を追加（１年以内に賃金要件または資格等手当要件を達成したら
支給）（制度要求）。

※ 人材開発支援助成金（建設労働者技能
実習コース）の賃金助成＜＞括弧内は、
建設キャリアアップシステム技能者情報
登録者の場合（令和５年度まで延長）。

※ 人材確保等支援助成金の【助成額】【助成率】は、賃金要件、生産性要件を満たさなかった場合の金額・率。生産性要件
を達成した場合は、上乗せして支給（経過措置）。１年以内に賃金要件を達成した場合も、上乗せ支給（制度要求）。

支給実績： R3年度 6,164,253,698円（143,159件）
ＫＰＩ ： トライアル雇用助成金 （受給事業所の常用雇用移行率80%以上）

人材確保等支援助成金 （受給事業所の定着率95%以上）
人材開発支援助成金 (受給事業所の定着率96%以上）

【助成率】

【助成率】

建設事業主等に対する助成金

１ 事業の目的
労働保険特別会計 一般

会計労災 雇用 徴収
○

令和５年度当初予算案 76億円（68億円）※（）内は前年度当初予算額

建設業においては、技能者の約1/3は55歳以上となっており、他産業と比べて高齢化が進行し、若年労働者等の確保・育成、技能継承が極めて重要な
課題となっている。本助成金では、建設労働者雇用改善法に基づき、建設事業主等に支援を行うことで、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上、
雇用の安定を促進することを目的とする（法９条）。
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２ 事業の概要・スキーム・実施主体等

１ 事業の目的

人材開発支援助成金
労働保険特別会計 一般

会計労災 雇用 徴収
○

○ 事業主が行う人材育成については、雇用情勢・訓練ニーズに合わせた支援を効果的に行う必要がある。
○ このため、民間ニーズを踏まえつつ、職業訓練を実施する事業主等に対して訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する等により、

企業内における人材育成を効果的かつ柔軟に支援するとともに、雇用する労働者の職業能力の向上や企業の労働生産性の向上に資する。

○ 雇用する労働者に対して、職務に関連した専門
的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を
計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期
間中の賃金の一部等を助成。

労
働
局

事
業
主

教
育
訓
練
機
関

訓練を実施

訓練経費の支払

助成金を支給

・計画届の提出
・支給申請

※ 各訓練において、訓練受講の成果を評価し、制度として資格手当を支払う場合などに経費助成率を15％加算。【令和３年度実績：31,137 件（支給決定件数）】

○ 雇用形態により対象労働者を区分していた訓練
コースの統廃合を行うことで、正規、非正規問わず
幅広い訓練の受講を可能とし、企業で働く労働者の
訓練機会の拡充を図るとともに、事業主の利便向上
を図る。
（人材育成支援コースへの統廃合）

コース名 対象訓練・助成内容

助成率・助成額 注（ ）内は中小企業事業主以外

OFF-JT OJT

経費助成 賃金助成 実施助成

人材育成支援コース

OFF-JT訓練（人材育成訓練）
正規雇用:45(30)％
非正規雇用:60％

正社員化した場合:70％

760(380)円/時・人

－

OFF-JTとOJT
の組み合わせ
訓練

企業の中核人材を育てるための訓練
（認定実習併用職業訓練） 45(30)％ 最低６か月

20(11)万円/人

非正規の正社員化を目指して実施する
訓練（有期実習型訓練）

60％
正社員化した場合:70％

最低２か月
10(9)万円/人

教育訓練休暇等付与
コース

有給教育訓練休暇制度(３年間で５日以上)を導入し、
労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合

30万円
※制度導入助成 － －

人への投資促進コース

高度デジタル人材訓練
／成長分野等人材訓練

デジタル 75(60)% 960(480)円/時・人 －

成長分野 75% 960円/時・人
※国内大学院 －

情報技術分野認定実習併用職業訓練
(OFF-JTとOJTの組み合わせ訓練) 60(45)% 760(380)円/時・人 最低６か月

20(11)万円/人

定額制訓練 60(45)% － －

自発的職業能力開発訓練 45% － －

長期教育訓練休暇制度
／教育訓練短時間勤務制度及び所
定外労働免除制度

長期休暇 20万円
※制度導入助成

6,000円/日・人
※有給時 －

短時間
勤務等

20万円
※制度導入助成 － －

事業展開等リスキリング
支援コース

事業展開等に伴い新たな分野で必要となる知識や技能を
習得させるための訓練 75(60)% 960(480)円/時・人 －

○ 訓練を受講した労働者が資格を取得し、当該労
働者に対して事業主が制度として資格手当を支払う
場合等に、助成率を15％加算することで、事業主
による評価の実施や訓練受講者の処遇向上の取組を
支援する。
（訓練成果の評価による助成率の加算）

令和５年度当初予算額 658億円（698億円）※（ ）内は前年度当初予算額

うち、人への投資促進コース及び事業展開等リスキリング支援コース 505億円（504億円）

※ 令和４年度二次補正予算額 制度要求
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２ 事業の概要・スキーム

１ 事業の目的

労働移動支援助成金（再就職支援コース）

令和５年度当初予算額 32百万円（38百万円）※（）内は前年度当初予算額
労働保険特別会計 一般

会計労災 雇用 徴収
○

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に対し、その再就職を実現するための支援を民間の職業紹介
業者へ委託、求職活動のための休暇付与、再就職に資する訓練の実施のいずれか（複数を組み合わせることも可能）
により実施し、再就職を実現させた事業主に対して助成。

職業紹介会社の再就職援助

対
象
労
働
者

の
離
職

離職
決定

再就職援助
計画作成

再就職援助の
委託

再就職 支給申請

支
給

１か月以上 6か月（45歳以上は9か月）以内 2か月以内

再就職支援

休暇付与支援
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職援助を、求職活動のための有給休暇の付与によって行う事業主に対して、
その費用の一部（上限180日分（6か月分）、中小企業：1日8,000円、大企業：5,000円）を助成。
また離職から１か月以内に再就職が実現した場合に10万円/人を助成。

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職援助を、職業紹介会社への委託によって行う事業主に対して、その費用
の一部（中小企業：45歳以上2/3（4/5）、45歳未満1/2（2/3）、大企業：45歳以上1/3（2/5）、45歳未満1/4（1/3））を助成。
(注）（ ）は、支給対象者の再就職先の雇用形態・賃金等が一定の要件に該当する場合の助成率

職業訓練実施支援

送出企業が民間教育訓練機関への委託により、再就職援助計画対象者等に対する訓練を実施した場合、その費用の一部（訓練実施に係る委託費用
の2/3（上限30万円））を助成。

支給
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２ 事業の概要・スキーム

１ 事業の目的

労働移動支援助成金（早期雇入れ支援コース）
労働保険特別会計 一般

会計労災 雇用 徴収
○

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者を、早期（離職後３か月以内）に、期間の定めのない労働者として雇い入れ
た事業主に対して助成。また、雇入れ後に訓練を実施した場合、その費用の一部を上乗せ助成。

また、雇入れ前の賃金と比して５％以上上昇させた場合に、全ての対象事業主に対して20万円加算することとする。

雇
入
れ
助
成

【助成額】

訓
練
加
算

通常助成

優遇助成

対
象
労
働
者

の
離
職

支
給
申
請

支給
(30万円)

雇
入
れ

対
象
労
働
者

の
離
職

支
給
申
請

支給
(40万円)

雇
入
れ

６か月

雇
入
れ

※１

2か月以内（訓練終了
が雇入れ日後６か月後
より後の場合は、訓練
終了後から2か月以内）

※２

受
給
資
格

認
定
申
請

受入れ企業内での
OJT・Off-JT

※２

支給
(訓練加算)

支
給
申
請

+

+
支給

(20万円)

賃金上昇の場合

雇入れ助成

通常の助成 優遇助成（※３）

30万円 40万円

賃金上昇加算（※４） 20万円を加算

訓練加算

OJT実施助成 800円/時 900円/時（※５ 1,000円/時）

Off-JT
実施助成 900円/時 1,000円/時（※５ 1,100円/時）

経費助成 上限30万円 上限40万円（※５ 上限50万円）

※３「優遇助成」は、生産指標等に
より一定の成長性が認められる
企業が、事業再編等を行う企業等
から離職した者を雇い入れた場合
の助成

※４ 雇入れ時の賃金が雇入れ前の
賃金と比較して５％以上上昇
させた場合の助成

※５ 優遇助成において賃金上昇加算
となった場合の訓練加算

令和５年度当初予算額 167億円（11億円）※（）内は前年度当初予算額 ※令和４年度第二次補正予算額 制度要求
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２ 事業の概要・スキーム・実施主体

１ 事業の目的

中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース）
労働保険特別会計 一般

会計労災 雇用 徴収
○

中高年齢者等の多様な就労機会の確保や賃金上昇による分配強化を図るため、中途採用の拡
大と賃金上昇等を行う事業主に対して助成し、転職・再就職者の採用機会の拡大を図る。

中途採用計画の策定 中途採用の拡大

（中途採用計画の内容）
①中途採用者の雇用管理制度の整備
②中途採用の拡大

A 中途採用率（※１）の拡大
B 45歳以上の中途採用率の拡大

※1 中途採用率は、無期フルタイム雇用で採用した者のうち、中
途採用で採用する者の割合。

※2 A及びBの情報公表は、法定の中途採用率公表の義務を履行。

※3 中途採用率は、無期フルタイム雇用で採用した者のうち、中
途採用で採用する者の割合。計画前３年間の中途採用率60％未
満の企業が対象。

※4 経過措置の情報公表は、法定の中途採用率のほか、中途採用
に関する定量情報（男女別・年齢別の中途採用率等）及び定性
情報（中途採用者に求める人材像や職務内容の詳細等）を公表。

Ａ（中途採用率の拡大）：１年
Ｂ（45歳以上の中途採用率の拡大）：１年

A 中途採用率の拡大：50万円計画
期間前３年間の中途採用率より20ポ
イント以上向上

B 45歳以上の中途採用率の拡大
：100万円 計画期間前３年間の中
途採用率より20ポイント以上向上し、
そのうち45歳以上の方で10ポイント
以上拡大させ、かつ、当該45歳以上
の方全員の雇入れ時の賃金を雇入れ
前と比して5％以上上昇

令和５年度当初予算額 2.2億円（5.3億円）※（）内は前年度当初予算額 ※令和４年度第二次補正予算額 制度要求

（参考）経過措置

（中途採用計画の内容）
①中途採用者の雇用管理制度の整備
②中途採用の拡大

A 中途採用率（※３）の拡大
B 45歳以上を初めて中途採用
C 情報公表

Ａ（中途採用率の拡大）：１年
Ｂ（45歳以上の初採用）：１年以内
Ｃ（情報公表）：１年以内

A 中途採用率の拡大：50万円
計画期間前３年間の中途採用率より20ポイント以上
向上（40ポイント向上の場合は70万円。初めて中
途採用を行う場合は10万円を上乗せ助成）

B 45歳以上を初めて中途採用
：60万円（60歳以上の対象者を初採用した場合は
70万円）

C 情報公表（※４）：30万円
（さらに、対象者が１年間定着した場合に20万円を

上乗せ助成）
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経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、 教育訓練又は出向により、

労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成する制度。（財源は雇用保険二事業）

雇用調整助成金の概要

雇用保険被保険者雇用保険適用事業所

①休業手当等支払

③雇調金支
給

②申請

都道府県労働局

助成内容

【支給対象事業主】
・雇用保険適用事業所
【支給対象労働者】
・雇用保険被保険者（週20時間以上かつ31日以上継続雇用見込みの者）
【要件】
・当該事業主の生産指標の最近３か月間の値が前年同期との比較で10％以上低下 等
【支給限度日数】
・１年100日、３年150日

助成率 日額上限額

中小企業 ２／３ 8,355円

大企業 １／２ 8,355円

※教育訓練を実施した場合は、以上のほか、教育訓練費
を支給（１人１日当たり1,200円）
※日額上限額は雇用保険基本手当日額の最高額
（令和４年8月1日現在）
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２ 事業の概要・スキーム

１ 事業の目的

産業雇用安定センターによる出向・移籍のあっせん

令和５年度当初予算額 38億円（38億円）※（）内は前年度当初予算額
労働保険特別会計 一般

会計労災 雇用 徴収
○

○ 産業雇用安定センターは、１３の産業団体（※）の拠出により設立された公益財団法人。

○ 労働力の産業間、企業間移動の円滑化に寄与するため、出向・移籍による失業なき労働移動に関する情報提供・相談等を実施。
（令和２年度から在籍型出向制度を活用した出向支援プログラムを実施している）

○ 令和３年度の実績：送り出し件数１４，７２０件に対して、出向・移籍の成立件数１１，５７６件、成立率７８．６％

※ （社）日本造船工業会、（社）日本鉄鋼連盟、電気事業連合会、全国銀行協会、（社）日本自動車工業会、（社）日本電機工業会、 （社）セメント協会
日本化学繊維協会、日本製紙連合会、日本石炭協会、日本紡績協会、（社）日本民営鉄道協会、（社）日本船主協会

産業雇用安定センター

送り出し企業 受け入れ企業

受入情報の提供 送出情報の提供

送出情報の登録 受入情報の登録

出向・移籍のあっせん
話し合いの場の設定等 面接の場の設定等

キャリアコンサルティング、個人の課題に応じた各種講習・訓練（民間の
職業訓練機関の活用を含む）の実施

移籍

出向（雇用調整、人材育成）
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■ 助成内容

○出向運営経費助成
出向元事業主及び出向先事業主に対して、賃金・教育訓練・労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成（※4）

○出向初期経費助成
労働者（雇用保険被保険者）を在籍型出向により送り出す事業主（出向元事業主）及び当該労働者を受け入れる事業主（出向先事業主）に対して、就業規

則や出向契約書の整備費用、出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向者を受け入れるための機器や備品の整備（出向先のみ）など、出向の成立に要する
措置を行った場合に助成（※1）（※2）

中小企業（※5） 中小企業以外（※5）

出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 9/10 3/4
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 4/5 2/3

上限額（出向元・先の計） 12,000円／１人１日あたり

出向元事業主 出向先事業主
助成額 各10万円／１人あたり（定額）

加算額（※3） 各５万円／１人あたり（定額）

（※4）出向先事業主については１年度あたり500人
を上限

（※5）企業グループ内出向の場合の助成率
：中小企業2/3、中小企業以外1/2

（※1）出向先事業主については１年度あたり500人を上限
（※2）企業グループ（資本金の50％を超えて出資等）内の出向の場合は助成対象外
（※3）出向元事業主（雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業

からの送り出し）または出向先事業主（異業種からの受入れ）がそれぞれ一定
の要件を満たす場合に加算

産業雇用安定助成金（雇用維持支援コース）

○出向復帰後訓練助成
出向元事業主が、出向から復帰した労働者に対して、出向で新たに得たスキル・経験をブラッシュアップさせる訓練（off-JT）（※6）を行った際に、訓

練に要する経費及び訓練期間中の賃金の一部を助成
助成内容

経費助成 実費（上限30万円）
賃金助成 １人１時間あたり900円（上限600時間）

（※6）出向から復帰後３か月以内の訓練開始や、訓練期間は６か月以内などの要件あり

【活用例】
情報通信業へ出向しITスキルを得た労働者が、復帰後更なる訓練（外部講座）を
受け、IT人材として社内のDX化に貢献する など

新型コロナウィルス感染症の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向
元・出向先の双方の事業主に対して、一定期間（最長２年）の助成を行う。

労働保険特別会計 一般
会計労災 雇用 徴収

○１ 事業の目的

２ 事業の概要

令和５年度当初予算額 146億円（450億円 ）※（）内は前年度当初予算額
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現在の雇用情勢について

（資料出所）総務省「労働力調査」、厚生労働省「職業安定業務統計」により作成
（注）完全失業率及び有効求人倍率は季節調整値。シャドー部分は景気後退期。

[ ]内は前月差。

完全失業率 4.0 ％

（2008年９月）

ピーク 5.5 ％

（2009年７月）

完全失業率 2.2 ％

（2019年12月）

コロナ前 2.5 ％

（2020年３月）

ピーク 3.1 ％

（2020年10月）
リーマン前 0.83 倍

（2008年９月）

ボトム 0.42 倍

（2009年８月）

有効求人倍率 1.57 倍

（2019年12月）

コロナ前 1.40 倍

（2020年３月）

ボトム 1.04 倍

（2020年８月）
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2008年９月15日
リーマンブラザーズ破綻

（単位：％） （単位：倍）

（月）
（年）

2020年４月
緊急事態宣言発令

▲0.36

＋0.26

○ 現在の雇用情勢は、求人は一部の産業では減少がみられるものの、底堅く推移しており、緩やかに持ち直している。
物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある。

○ なお、リーマン・ブラザーズの経営破綻（2008年9月15日）後には、完全失業率は10か月で4.0％→5.5％にまで悪化し、有効求人倍率は11か月で
0.83倍→0.42倍に低下した。

有効求人倍率 1.30倍
[▲0.01]

（2023年６月）

完全失業率 2.5％
[▲0.1]

男性2.8％[＋0.1]
女性2.1％[▲0.3]
（2023年６月）
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（月）
（年）

リーマン前

1,743,106人

（2008年９月）

ボトム

1,234,348人

（2009年８月）

コロナ前

2,394,061人

（2020年３月）

ボトム

1,967,065人

（2020年６月）

リーマン前

2,107,750人

（2008年９月）

ピーク

2,906,828人

（2009年８月）

コロナ前

1,716,070人

（2020年３月）
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（単位：万人）

○有効求人数とは、
前月から「繰越された求人数」と

当月の「新規求人数」の合計数をいう。

○有効求職者数とは、
前月から「繰越された求職者数」と

当月の「新規求職申込件数」の合計数をいう。

（資料出所）厚生労働省「職業安定業務統計」により作成
（注）有効求人数及び有効求職者数は季節調整値。シャドー部分は景気後退期。

有効求人数や有効求職者数の動向について

2020年４月
緊急事態宣言発令

有効求人数

有効求職者数

有効求人数
2,482,499人

前月比▲0.0％
（2023年６月）

有効求職者数
1,907,702人

前月比＋0.6％
（2023年６月）

コロナ前の水準を
上回っている

○ 2023年６月の有効求人数（季調値）は、前月比0.0％減少と４か月連続の減少となった。水準としては、コロナ感染拡大直前（2020年３月）の水
準を上回っている。

○ 2023年６月の有効求職者数（季調値）は、前月比0.6％増加と２か月連続の増加となった。

2008年９月15日
リーマンブラザーズ破綻
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都道府県別有効求人倍率（令和５年６月）※一般（パート含む）、就業地別、季節調整値。（令和２年３月➡令和５年５月➡令和５年６月を示している。） （倍）

就業地別・都道府県別にみた有効求人倍率について

○ 令和５年６月の就業地別・都道府県別の有効求人倍率をみると、全ての都道府県において１倍を上回る水準となっている（全ての都道府県で１倍を上回
るのは令和４年８月以降、11か月連続）。

（資料出所）厚生労働省「職業安定業務統計」により作成

北海道 1.19 ➡ 1.13 ➡ 1.13 岐阜県 1.73 ➡ 1.64 ➡ 1.63 佐賀県 1.38 ➡ 1.55 ➡ 1.53

青森県 1.20 ➡ 1.35 ➡ 1.32 静岡県 1.32 ➡ 1.34 ➡ 1.36 長崎県 1.19 ➡ 1.39 ➡ 1.38

岩手県 1.30 ➡ 1.39 ➡ 1.34 愛知県 1.48 ➡ 1.31 ➡ 1.32 熊本県 1.50 ➡ 1.47 ➡ 1.46

宮城県 1.37 ➡ 1.38 ➡ 1.37 三重県 1.54 ➡ 1.51 ➡ 1.52 大分県 1.44 ➡ 1.57 ➡ 1.57

秋田県 1.45 ➡ 1.50 ➡ 1.50 滋賀県 1.39 ➡ 1.37 ➡ 1.33 宮崎県 1.40 ➡ 1.49 ➡ 1.47

山形県 1.37 ➡ 1.59 ➡ 1.54 京都府 1.48 ➡ 1.25 ➡ 1.25 鹿児島県 1.27 ➡ 1.30 ➡ 1.31

福島県 1.52 ➡ 1.51 ➡ 1.51 大阪府 1.34 ➡ 1.12 ➡ 1.12 沖縄県 1.16 ➡ 1.20 ➡ 1.20

茨城県 1.61 ➡ 1.57 ➡ 1.56 兵庫県 1.30 ➡ 1.17 ➡ 1.15

栃木県 1.31 ➡ 1.32 ➡ 1.30 奈良県 1.57 ➡ 1.30 ➡ 1.28 全国 1.40 ➡ 1.31 ➡ 1.30

群馬県 1.62 ➡ 1.52 ➡ 1.52 和歌山県 1.30 ➡ 1.26 ➡ 1.24

埼玉県 1.29 ➡ 1.19 ➡ 1.20 鳥取県 1.61 ➡ 1.63 ➡ 1.62

千葉県 1.37 ➡ 1.24 ➡ 1.22 島根県 1.71 ➡ 1.69 ➡ 1.67

東京都 1.34 ➡ 1.19 ➡ 1.18 岡山県 1.85 ➡ 1.53 ➡ 1.53

神奈川県 1.25 ➡ 1.11 ➡ 1.11 広島県 1.58 ➡ 1.42 ➡ 1.44

新潟県 1.38 ➡ 1.57 ➡ 1.58 山口県 1.55 ➡ 1.69 ➡ 1.69

富山県 1.69 ➡ 1.71 ➡ 1.65 徳島県 1.41 ➡ 1.35 ➡ 1.36

石川県 1.51 ➡ 1.55 ➡ 1.53 香川県 1.74 ➡ 1.59 ➡ 1.62

福井県 1.88 ➡ 1.96 ➡ 1.93 愛媛県 1.56 ➡ 1.50 ➡ 1.50

山梨県 1.35 ➡ 1.55 ➡ 1.48 高知県 1.19 ➡ 1.19 ➡ 1.18

長野県 1.43 ➡ 1.60 ➡ 1.58 福岡県 1.24 ➡ 1.18 ➡ 1.16
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【業種別・企業規模別】
実 績：実

線
予 測：二重

線

緊急事態宣言発令前

雇用人員判断の動向について①（日銀短観）

〇業種別に雇用人員判断D.I.をみると、
・製造業は、2023年６月調査では、前回３月調査から増加しており、「不足」が「過剰」を上回っている（先行きでは人手不足感の高まりが予測されて

いる）。
・非製造業は、2023年６月調査では、前回３月調査と同水準となっており、製造業と比べて人手不足感が高くなっている（先行きでは人手不足感の高ま

りが予測されている）。
○業種別・企業規模別に雇用人員判断D.I.をみると、

・足下では、いずれの規模も、製造業・非製造業ともに「不足」が「過剰」を上回っている（先行きでも多くの産業で更なる人手不足感の高まりが予測さ
れている）。

資料出所 日本銀行「全国企業短期経済観測調査」により作成。
※企業規模の分類は、次の通り 大企業：１0億円以上 中堅企業：１億円以上10億円未満 中小企業：2000万円以上１億円未満
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【業種別】
実 績：実

線
予 測：二重

線

製造業

全産業

非製造業

緊急事態宣言発令前 過
剰

不
足

過
剰

不
足

製造業（中堅企業）

製造業（中小企業）

非製造業（大企業）

非製造業（中堅企業）

非製造業（中小企業）

製造業（大企業）

（「過剰」－「不足」、％ポイント）（「過剰」－「不足」、％ポイント）

（四半期調査）（四半期調査）

先
行
き

先
行
き

（月）

（年）

（月）

（年）
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【製造業】
実 績：実

線
予 測：二重

線

雇用人員判断の動向について②（日銀短観）

〇より詳細な業種別に雇用人員判断D.I.をみると、
・製造業のうち、「輸送用機械」は、2020年6月調査で「過剰」が「不足」を大きく上回ったものの、その後、過剰感が徐々に解消し、

2021年9月調査以降は「不足」が「過剰」を上回っている（先行きでも更なる人手不足感の高まりが予測されている）。

・非製造業のうち、「宿泊・飲食サービス」は、2021年12月調査以降は「不足」が「過剰」を上回っている（先行きでも更なる不足感の高まりが予測されている）。

資料出所 日本銀行「全国企業短期経済観測調査」より作成。

過
剰

不
足

緊急事態宣言発令前

-40 -44

-51 -58
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-55
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【非製造業】
実 績：実

線
予 測：二重

線

過
剰

不
足

緊急事態宣言発令前

はん用・生産用・業務用機械輸送用機械

（参考）自動車

電気機械

製造業（全体） 情報通信

卸・小売

建設

宿泊・飲食サービス

（「過剰」－「不足」、％ポイント） （「過剰」－「不足」、％ポイント）

（四半期調査）（四半期調査）

先
行
き

先
行
き

運輸・郵便

（月）

（年）

（月）

（年）

非製造業
(全体）
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